
 

注記表（令和４年度） 

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記   

 

１ 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法       
（１）子会社株式等   ： 移動平均法による原価法 

（２）その他有価証券 

①時価のあるもの  ：  時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

②市場価格のない株式等 ： 移動平均法による原価法 

 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法                      

購買品 

一般購買：移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

農産物直売所：売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 販売品（買取米）：先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 その他の棚卸資産：最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 

３ 固定資産の減価償却の方法                        

有形固定資産 

   定率法（ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を含む）並びに平成   

28 年４月１日以降に取得した構築物については定額法）を採用しています。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   3 年～50 年 

機械装置 3 年～17 年 

 無形固定資産 

   定額法 

 

４ 引当金の計上基準                              
【貸倒引当金】 

 貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次

のとおり計上しています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（「破綻先」という。）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（「実質破綻先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（「破

綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上

しています。 

上記以外の債権については、予想損失額を平均残存期間の貸倒実績を基礎とした過去の一定期間にお

ける平均値に基づき損失率を求め、算出しています。 



 

すべての債権は、資産査定要領に基づき、支店・本店営業並びに金融部、営農センター・経済部、該

当資産を所轄する部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した総務部担当・経営企画部担当が査定

結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。 

                             

【退職給付引当金】                          
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しています。なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

 

【役員退職慰労引当金】                        
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金引当規程に基づく期末要支給額を計上してい

ます。 

                      

５ 収益及び費用の計上基準 

当組合は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日改正）及

び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 26 

日）（以下、「収益認識会計基準等」という。）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が組

合員等に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識しています。 

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。 

（1）購買事業 

農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を計画的に共同購入し、組合員等に安定的に供給する

事業であり、当組合は組合員等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っています。この組合

員等に対する履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識してい

ます。 

（2）販売事業 

①受託販売においては、組合員等が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で取引先等に販売す

る事業であり、当組合は組合員等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この組

合員等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識して

います。 

なお、産直品については、組合員等が生産した農畜産物等を当組合が利用者等に販売する事業であ

り、当組合は組合員等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っております。 この組合員等

に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識していま

す。 

②買取販売においては、当組合が仕入れた販売品を取引先等に販売する事業であり、この取引先等に

対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。 

（3）保管事業 

組合員等が生産した米・麦・大豆等の農産物を保管・管理する事業であり。当組合は利用者等と

の契約に基づき、役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、農作物の

保管期間にわたって充足することから、当該サービスの進捗度に応じて収益を認識しています。 



 

（4）利用事業 

ライスセンター・育苗センター・共同選果場・保冷貯蔵庫等の各種農産物施設を設置して、共同で

利用する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義務を負っています。この

利用者等に対する履行義務は、各種施設の利用が完了した時点で充足することから、当該時点で収益

を認識しています。 

（5）葬祭事業 

葬儀の執行を請け負う事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義務を負って

います。この利用者等に対する履行義務は、主にサービスの提供が完了した時点で充足することか

ら、当該時点で収益を認識しています。 

（6）指導事業 

組合員の営農・生活にかかる各種サービス等を提供する事業であり、当組合は利用者等との契約に

基づき、役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、主にサービスの提供

が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。 

 

６ 消費税及び地方消費税の会計処理の方法  

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

 

７ 計算書類等に記載した金額の端数処理の方法  

 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「０」で表示し

ています。 

 

８ その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項 

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っていません。したが

って、事業別の収益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示しています。 

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則に従い、各事

業間の内部損益を除去した額を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 会計方法の変更に関する注記 

 

１ 収益認識に関する会計基準等の適用  

当組合は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収

益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 指針第 

30 号 2021 年３月 26 日）を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの 支配が

利用者等に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で 収益を認識

することとしました。  

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。  

（１） 代理人取引に係る収益認識  

財又はサービスを利用者等に移転する前に支配していない場合、すなわち、利用者等に代わって調

達の手配を代理人として行う取引については、従来は、利用者等から受け取る対価の総額を収益とし

て認識していましたが、利用者等から受け取る額から受入先（仕入先）に支払う 額を控除した純額で

収益を認識する方法に変更しています。  

（２）購買事業における支払奨励金の会計処理 

 購買事業において、利用者等に対して支払う各種奨励金等は、従来は、購買事業費用として計上し

ていましたが、顧客へ支払われる対価と認められる場合、取引価格から減額する方法に変更していま

す。 

 

なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過 

的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。 

ただし、収益認識会計基準第 86 項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の

取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用し

ていません。 

この結果、当事業年度の事業収益が 444,088 千円、事業費用が 444,088 千円減少しています

が、当事業年度の損益への影響はありません。また、利益剰余金の期首残高への影響はありません。 

 

２ 時価の算定に関する会計基準等の適用 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計

基準」という。）等を事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関す

る会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従

って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。こ

れによる当事業年度の計算書類への影響はありません。 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 会計上の見積りに関する注記 

 

１ 繰延税金資産の回収可能性 

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産 33,662 千円 

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

繰延税金資産の計上は、次年度以降において未使用の税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差

異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っています。 

次年度以降の課税所得の見積りについては、令和３年 12 月に作成した中期経営計画を基礎と

して、当組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っております。 

しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けます。

よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、次年度以降の計

算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、次年度以降の計算書類に

おいて認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

２ 固定資産の減損 

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 減損損失 186,824 千円 

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・

フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施

しております。 

減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資

産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるも

のとして識別される資産グループの最小単位としております。 

固定資産の減損損失の認識、測定において、将来キャッシュ・フローについては、令和３年 12

月に作成した中期経営計画を基礎として算出しており、中期計画以降の将来キャッシュ・フロー

や、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しております。 

これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の

計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ  貸借対照表に関する注記 

 

１ 有形固定資産の圧縮記帳額              
国庫補助金等の受入れにより、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 837,527

千円であり、その内訳は、次のとおりです。 

建物   557,268 千円  機械装置   224,391 千円  土地   25,072 千円   

その他の有形固定資産   30,796 千円 

 

２ 担保に供している資産                          
 定期預金のうち、2,300,000 千円を為替決済の担保に供しています。 

 

３ 子会社に対する金銭債権及び金銭債務                         
子会社に対する金銭債権の総額          — 千円 

子会社に対する金銭債務の総額      611,171 千円 

 

４ 役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務    
理事及び監事に対する金銭債権の総額   7,411 千円 

理事及び監事に対する金銭債務の総額      — 千円 

 

５ 債権のうち農業協同組合法施行規則第 204 条第 1 項第 1 号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げ

るものの額及びその合計額 

債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は 64,624 千円、危険債権額は 34,738 千

円です。  

なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の

申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。  

また、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が

悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債

権及びこれらに準ずる債権を除く。)です。  

債権のうち、三月以上延滞債権額はありません。貸出条件緩和債権額は 14,582 千円です。  

なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延 してい

る貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものです。  

また、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものです。 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権額の

合計額は 113,946 千円です。  

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 

 

 



 

土地の再評価に関する法律に基づく再評価                    

 「土地の再評価に関する法律」（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）及び「土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額について

は、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 

 ●再評価を行った年月日 平成 11 年 12 月 31 日 

 ●再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回 

る金額             582,168 千円 

 ●同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

  土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第３号に

定める、当該事業用土地について地方税法第 341 条第 10 号の土地課税台帳又は同条第 11 号の

土地補充課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しまし

た。  

 

６ 貸出金に関する注記 

  

 

                         

Ⅴ 損益計算書に関する注記 

 

１ 子会社との取引高の総額                 
（１）子会社との取引による収益総額   41,142 千円 

    うち事業取引高         21,571 千円 

    うち事業取引以外の取引高    19,571 千円 

（２）子会社との取引による費用総額     3,056 千円 

    うち事業取引高                3 千円 

    うち事業取引以外の取引高     3,053 千円 

 

２  減損会計に関する注記 
  減損損失を認識した資産又は資産グループの内容等           

月次管理を行っている管理会計単位を概ね独立したキャッシュ・フローを生成する最小単位とし、営

業店舗、農機センター及び直売所は施設ごとにグルーピングの最小単位としています。また、遊休資産

と賃貸固定資産については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。 

本店及び営農センターは独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキ

ャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しています。 

 

(1) 減損損失を認識した資産又は資産グループの用途、種類、場所などの概要 

   当期に減損を計上した固定資産は以下のとおりです。 

 

 

貸出金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約貸出金711,00

0千円が含まれています。 



 

場  所 用 途 種  類 

八幡支店 営業用店舗 土地、建物、その他の有形固定資産 

市津支店 営業用店舗 土地、建物、その他の有形固定資産 

農機センター 営業用店舗 土地 

旧Ａコープ南総店 賃貸 土地、建物、その他の有形固定資産 

旧加茂農協所有地 賃貸 土地 

旧市西支所 賃貸 建物、その他の有形固定資産 

旧富山支所 賃貸 建物、その他の有形固定資産 

旧加茂農協農機・集乳所 遊休 土地 

旧高滝支店 遊休 土地 

 

(2) 減損損失の認識に至った経緯  

【事業資産グループ】 

八幡支店、市津支店、農機センターについては、事業損益が継続して赤字のため減損の兆候に該当して

います。短期的に業績の回復が見込めないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として認識しました。 

 

【賃貸資産】 

旧Ａコープ南総店、旧加茂農協所有地、旧市西支所及び旧富山支所については、ＪＡの事業用としては

直接使用していなく業務外固定資産の状況であるため減損の兆候に該当しています。当該資産は賃貸とし

て使用していますが、割引前キャッシュ・フローが帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。 

 

【遊休資産】 

旧加茂農協農機・集乳所、旧高滝支店については、遊休の状況であるため減損の兆候に該当しています。

当該資産は早期処分対象であることから回収可能価額で評価し、その差額を減損損失として認識しまし

た。 

(3) 減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類毎の減損損失の内訳 

減損対象物件 減損損失額（千円） 主な固定資産の種類毎の減損損失の内訳（千円） 

八幡支店 40,029 
土地：21,675、建物：17,484 

その他有形固定資産：868 

市津支店 74,506 
土地：11,175、建物：53,301、機械装置：2,666 

その他有形固定資産：7,362 

農機センター 89 土地：89 

旧Ａコープ南総店 71,457 
土地：62,787、建物：7,961 

その他有形固定資産：708 

旧加茂農協所有地 378 土地：378 

旧市西支所 203 建物：196、その他の有形固定資産：6     

旧富山支所 39 建物：36、その他の有形固定資産：3 

旧加茂農協農機・集乳所 73 土地：73 



 

旧高滝支店 47 土地：47 

合 計 186,824  

 

(4) 回収可能額として採用した基準及び時価の算出方法 

 回収可能性として採用した基準 時価の算出方法 

八幡支店 正味売却価額 路線価をもとに調整した価額 

市津支店 正味売却価額 不動産調査報告書をもとに調整した価額 

農機センター 正味売却価額 不動産調査報告書をもとに調整した価額 

旧Ａコープ南総店 正味売却価額 不動産調査報告書をもとに調整した価額 

旧加茂農協所有地 正味売却価額 固定資産税評価額をもとに調整した価額 

旧市西支所 正味売却価額 固定資産税評価額をもとに調整した価額 

旧富山支所 正味売却価額 固定資産税評価額をもとに調整した価額 

旧加茂農協農機・集乳所 正味売却価額 固定資産税評価額をもとに調整した価額 

旧高滝支店 正味売却価額 固定資産税評価額をもとに調整した価額 

 

Ⅵ 金融商品に関する注記  

               

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

 当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸

付け、残った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債など債券等の有価証券による運

用を行っています。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であ

り、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。 

また、有価証券は、主に債券であり、純投資目的(その他有価証券)で保有しています。これらは発

行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。 

営業債権である経済事業未収金は、組合員等の信用リスクに晒されています。 

  

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。ま

た、与信審査については総務部に審査担当を配置し、審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フロ

ーなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定

を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に

行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいま

す。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を

計上し、資産及び財務の健全化に努めています。 

② 市場リスクの管理 

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることによ

り、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバラン



 

スを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に

対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有

有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、

経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っていま

す。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価

証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切

な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

  (市場リスクに係る定量的情報) 

 当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合におい

て、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちそ

の他有価証券に分類している債券、貸出金及び貯金です。 

 当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動

幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用していま

す。 

 金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が0.1

0％上昇したものと想定した場合には、経済価値が1,976千円減少するものと把握しています。 

 当該変動額は、金利を除くリスクの変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変

数の相関を考慮していません。 

 また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可

能性があります。 

 なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算し

ています。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理  

 当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な

流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要

素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検

討を行っています。 

 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定に

おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる

こともあります。 

 

２． 金融商品の時価等に関する事項 

（１）金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。 

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めず(３)に記載しています。   

 

 

 

 



 

                                          （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

預金 
有価証券 

 その他有価証券 
貸出金 
 貸倒引当金(＊1) 

 貸倒引当金控除後 
経済事業未収金 
 貸倒引当金(＊2) 

 貸倒引当金控除後 

110,396,504 

  

3,375,700 
40,479,637 

△55,750 

110,381,115 
 

3,375,700 
 

△15,388 
 

－ 
 

40,423,887 40,563,087 139,200 

  332,956 

△166 

 

 

 

 

332,789 332,789 － 

資 産 計 154,528,880 154,652,691 123,811 

貯金 
経済事業未払金 

151,953,529 
312,215 

151,871,054 
312,215 

△82,475 
－ 

負 債 計 152,265,745 152,183,269 △82,475 

(＊1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。 

(＊2) 経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。 
 

 

（２）金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明    

【資産】 

① 預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい

ます。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金

利スワップ（Overnight Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値

を時価に代わる金額として算定しています。 

② 有価証券 

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。 

投資信託は、公表されている基準価格、または、取引金融機関等から提示された価格によってお

り、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）

第26号に従い、経過措置を適用しています。 

③ 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が

実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によって

います。 

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリ

スクフリーレートであるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額

として算定しています。 

なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリ

ーレートであるOISのレートで割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額

の割合を乗じ、貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。 

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金

を控除した額を時価に代わる金額としています。 

④ 経済事業未収金 

経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっています。 

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金

を控除した額を時価に代わる金額としています。 

 

 



 

【負債】 

① 貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。

また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリ

ーレートであるOISのレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

② 経済事業未払金 

経済事業未払金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、帳

簿価額によっています。 

 

（３）市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは(１)の金融商品の時価情報には含まれて

いません。  

（単位：千円）   
 貸借対照表計上額 

外部出資      4,740,704 

合計      4,740,704 

 

 

（４）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

      （単位：千円）    

 
1 年以内 

1 年超 
2 年以内 

2 年超 
3 年以内 

3 年超 
4 年以内 

4 年超 
5 年以内 

5 年超 

預金 
有価証券 

その他有価証券のう

ち満期があるもの 
貸出金(＊1,2,3) 
経済事業未収金(＊4） 

110,396,504 

700,000 
700,000 

 
2,888,256 

332,792     

— 
— 
— 

 
2,687,187 

— 

—  
— 
— 

 
2,573,381 

— 

— 
— 
— 

 
2,451,054 

— 

— 
500,000 
500,000 

  
2,292,400 

— 

 

— 
2,284,150 
2,284,150 

 
27,522,732 

— 

 

合計 114,317,552 2,687,187 2,573,381 2,451,054 2,792,400 29,806,882 

       

（＊1）貸出金のうち、当座貸越 108,651 千円については「1 年以内」に含めています。また、期限のない劣後特約付ローンに
ついては「5 年超」に含めています。 

（＊2）貸出金のうち、三月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 52,893 千円は償還の予定が見込まれないため、含めて

いません。 
（＊3）貸出金の分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部実行案件 11,730 千円は償還日が特定できないため、含めていません。 
（＊4）経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等 163 千円は償還の予定が見込まれないた

め、 
含めていません。 

 

（５）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

（単位：千円） 

 
1 年以内 

1 年超 
2 年以内 

2 年超 
3 年以内 

3 年超 
4 年以内 

4 年超 
5 年以内 

5 年超 

貯金(＊1)  140,002,892 5,851,622 5,066,637 585,579 436,442 10,354 

合計 140,002,892 5,851,622 5,066,637 585,579 436,442 10,354 

（＊1）貯金のうち、要求払貯金については「1 年以内」に含めて開示しています。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅶ 有価証券に関する注記  

                   

１．有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。 

 

その他有価証券で時価のあるもの 

 その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差

額については、次のとおりです。 

                                 （単位：千円） 

 
種類 

貸 借 対 照 表  
計上額 

取得原価又は 
償却原価 

評価差額
（＊） 

 
貸借対照表計上額
が取得原価又は償

却原価を超えるも
の 

債券    

国債 602,990 599,747 3,242 

地方債 104,650 100,000 4,650 

 社 債 100,040 100,000 40 

受益証券 — — — 

小  計 807,680 799,747 7,932 

 
貸借対照表計上額
が取得原価又は償

却原価を超えない
もの 

債券    

 国 債 736,920 791,931 △55,011 

地方債 182,480 200,000 △17,520 

 社 債 864,470 894,299 △29,829 

受益証券 784,150 900,000 △115,850 

小  計 2,568,020 2,786,231 △218,211 

合計 3,375,700 3,585,979 △210,279 

（＊）上記評価差額△210,279 千円全額を、「その他有価証券評価差額金」に計上しています。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

          特にありません。 

 

 

Ⅷ  退職給付に関する注記   

 
１ 退職給付に係る注記                 

１．採用している退職給付制度 

職員の退職給付にあてるため、退職金給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。

また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため、全国農林漁業団体共済会

との契約による退職金共済制度を採用しています。 

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退

職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

 

２．退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付引当金    478,208 千円 

退職給付費用            92,070 千円 

退職給付の支払額          △60,837 千円 

特定退職金共済制度への拠出金   △52,086 千円 

期末における退職給付引当金    457,356 千円 

 

    ※退職給付費用のうち、出向負担分 1,063 千円が含まれています。 

 

３．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 



 

退職給付債務          1,149,370 千円 

特定退職共済制度        △692,014 千円 

未積立退職給付債務        457,356 千円 

退職給付引当金          457,356 千円 

４．退職給付に関連する損益 

簡便法で算定した退職給付費用    39,984 千円 

 

※退職給付費用のうち、出向負担分 1,063 千円が含まれています。 

（注）特定退職共済制度への拠出金 52,086 千円のうち、ＪＡ負担分は 50,917 千円を「厚生

費」で処理しています。 

 
２ 特例業務負担金の将来見込額                  

人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図

るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57 条の規定に基づき、旧農林共

済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金

18,153 千円を含めて計上しています。 

なお、同組合より示された令和４年３月現在における令和 14 年３月までの特例業務負担金の将来

見込額は、182,761 千円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅸ  税効果会計に関する注記                        
          

１ 税効果会計の適用に伴う事項          

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳 
                   
  繰延税金資産 
   退職給付引当金          126,504 千円 
   貸出金償却                        110,272 千円 
   土地（不稼働強制減）              104,400 千円 

税務上の繰越欠損金        167,313 千円 
   減価償却の償却超過額        81,276 千円 
   未収貸付金利息           2,668 千円 

役員退職慰労引当金         7,772 千円 
資産除去債務            5,497 千円 
期末賞与              10,965 千円 
その他有価証券差額（損）      58,163 千円 
その他            609 千円 

   繰延税金資産小計      675,443 千円 
   評価性引当額        △641,781 千円 
   繰延税金資産合計（A）     33,662 千円 
 
  繰延税金負債         
   固定資産（資産除去債務対応）      △2 千円 
   繰延税金負債合計（B)           △2 千円 

 
繰延税金資産の純額（A）＋（B）     33,659 千円 

 
 

（2）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因 

法定実効税率                 27.66％ 

   （調整） 

    交際費等永久に損金に算入されない項目         1.59％ 

    受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △13.32％ 

    事業分量配当損金算入            △7.53％ 

    住民税均等割等                 2.73％ 

    評価性引当額の増減             △54.19％ 

    その他                   △0.42％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率      △43.48％ 

  



 

Ⅹ 賃貸等不動産に関する注記  

           

 

Ⅺ 収益認識に関する注記 

 

           

Ⅻ その他の注記 

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

１．当該資産除去債務の概要 

当組合倉庫の一部は、設置の際に土地所有者との不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終

了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。 

また、一部の倉庫・集荷場及び店舗等に使用されている有害物質を除去する義務に関しても資産

除去債務を計上しています。 

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法 

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 7.4 年、割引率は 1.0％を採用してい

ます。 

 

３．当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減     

期首残高               10,451 千円 

資産除去債務の見直しによる増加額   9,346 千円 

  時の経過による調整額           77 千円 

  期末残高               19,874 千円 

 

１ 賃貸等不動産の状況に関する事項                 

当組合では、市原市南総地区及び八幡地区等において保有する土地・建物等を賃貸の用に供し
ています。 
 

２ 賃貸等不動産の時価に関する事項 

                                （単位：千円） 

貸借対照表計上額 時価 

217,690 237,576 

            
（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 
（注２）当事業年度末の時価は、主として観察可能な市場価格に基づく価格に基づいて当組合で

算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）です。 

（収益を理解するための基礎となる情報） 

 「重要な会計方針に係る事項に関する注記５．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載

しているため、注記を省略しております。 



 

４．貸借対照表に計上している以外の資産除去債務 

 当組合は、共同利用施設等の一部に関して、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回

復義務を有していますが、当該施設は当組合の事業を継続する上で必須の施設であり、現時点では

除去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資産除去債務の履行時期を

合理的に見積もることができません。そのため、当該義務に見合う資産除去債務を計上していませ

ん。 

 


